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本日の次第

１．地区まちづくり計画について

２．地区の現状について

３．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり協議会に

ついて

４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案に

ついて

５．東京都マンション再生まちづくり制度について



１．地区まちづくり計画について

■地区まちづくり計画とは…

地区まちづくり計画は、「日野市まちづくり条例」（以下、「条例」）に基づき、
市民が身近な生活圏でのまちづくりを提案し、市民主体、地域主体のまちづくり
を進めていくための制度です。
「良好な住宅環境を守りたい」、「美しい街並みにしたい」などの思いを、地区
住民が中心となって計画案として取りまとめ、市長に提案することができます。

・地区の大きさはどの程度なのか？
➡概ね３，０００㎡以上の地区を対象としています。

・計画案を策定するのは誰なのか？
➡地区のまちづくりに関心をもつ市民等によって構成される「地区まちづくり協
議会」が計画案を策定することができます。「地区まちづくり協議会」は、条
例の要件を満たすことで設立することが可能です。

・どのように計画案を提案するのか？
➡条例上の手続き（案の募集、説明会の開催等）を実施し、地区住民の意見を
反映させた計画案を策定し、市長に提案することができます。
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２．多摩平一丁目９番地地区の現状について

ＪＲ豊田駅

イオンモール
多摩平の森

１－９地区

■位置図

■敷地状況図

・地区面積 約1.0ヘクタール
・商業施設（西友）と分譲マンション（４管理組合５棟）が立地。
・地区内の建物は１９６９年～２００５年に建設がされており、１９８１年５月
以前に建設された旧耐震基準のマンションも複数立地している。

■地区の概況
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２．多摩平一丁目９番地地区の現状について

【用途地域等】

本地区は、第二種中高層住居専用地域（容積率２００％・建ぺい率６０％）と、
商業地域（容積率４００％・建ぺい率８０％）の２つの用途地域にまたがり立地
しています。
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２．多摩平一丁目９番地地区の現状について

■日野市まちづくりマスタープラン上の位置づけ

・高経年建築物の更新と併せた、駅前商業機能の充実

・都市型住宅の整備とゆとりある歩行空間の創出によ

る拠点周辺整備

・地域主体のまちづくり（マンション再生まちづくり

制度の活用等）
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２．多摩平一丁目９番地地区の現状について

■地区の魅力と課題
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・市の３大拠点である「JR豊田駅」に近接
・静かな住宅地、周辺の自然環境が豊か
・イオンモールや西友など、近隣に商業施設が立地している ……など

魅力

課題

・地区内の旧耐震・高経年建物の立地
・建物の住戸や設備の老朽化
・居住者の高齢化
・地区周辺の道路や歩道が狭く歩行者空間が不十分
・地域交流の機会や日常の憩いの場の減少 ……など



３．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり協議会について

■地区まちづくり準備会の設立
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・前述の地区の実情や課題を踏まえ、多摩平一丁目９番地地区のあるべき将来像や

今後のまちづくり等を検討するため、条例第１６条に基づき「地区まちづくり準

備会」を平成３０年に設立。

年度 実施事項 内容（抜粋）

平成３０年度 ・第１回～第５回

まちづくり準備会

・まちの資源や課題を共有するワークショップ
・協議会設立に向けた手続きの準備

・建替え事例の見学会の開催

令和元年度

・協議会設立にむけ

た説明会

・第６回・第７回
まちづくり準備会

・協議会申請書類等の準備

・第１回総会・全体会の進め方について

■準備会のあゆみ（概要）



３．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり協議会について

■多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり協議会の設立

（１）構成員が地区住民等であること。

（２）地区まちづくり協議会を設立することについて同意する者が地区の一部に偏る

ことなく、地区住民のおおむね１０分の１以上であること。

（３）地区住民等の自発的参加の機会が保障されていること。

（４）団体の目的及び活動の方針が基本理念に即していること。

（５）重要な意思決定に参画する権利を構成員に保障する規約等を有し、かつ、

代表者の定めのあること。

（６）規則で定める対象地区面積に適合していること。
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条例第１７条第１項に規定するいずれにも該当するため、
令和元年７月１８日付で「多摩平一丁目9番地地区地区まちづくり協議会」を認定

【地区まちづくり協議会認定の要件】



３．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり協議会について

■協議会のあゆみ（概要）
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年度 実施事項 内容（抜粋）

令和元年度
・第１回・第２回総会
・第１回～第５回全体会

・地区および周辺地域の魅力と課題について
・地区のまちづくりの方向性の検討

・個別建替えと共同化建替えについて

令和２年度
・第１回～第３回
再生勉強会

・第６回全体会

・地区まちづくり計画（案）策定に向けた将
来像やまちづくりの方向性のとりまとめ

・マンション再生に関する勉強会

令和３年度
・第３回総会
・第７回全体会

・各組合の検討状況について
・地区まちづくり計画策定に向けたスケ

ジュールについて

令和４年度
・第４回・第５回総会
・第８回～第１０回

全体会

・地区住民等を対象とし
た説明会

・地区まちづくり計画素案の作成・検討
・地区住民等への計画案に関する説明

・地区まちづくり計画の提出について



４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について
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■多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案の概要

みんなが安心・笑顔で住み続けられるまち 多摩平１-９タウン

まちづくりの目標

方針１ 多世代が居住し、安心して住み続けられる住宅地の形成

方針２ 地域に寄り添った地域密着型サービス拠点の形成

方針３ 周辺道路の性格に応じたゆとりある歩行者空間の形成

方針４ 日常や災害時にも支えあえる防犯・防災力の向上

方針５ 地域交流を醸成する場の形成や仕組みづくり

・まちあるきやワークショップを通して地区住民が感じる本地区の魅力や課題を
整理。

・地区住民の望む本地区の将来像をまちづくりの目標として掲げ、これを達成す
るため、地域の魅力・課題に対応する５つのまちづくりの方針を記載している。

・５つの方針に沿ったまちづくりを進めるため、今後の検討課題や地区まちづく
り協議会と各マンション組合の連携について記載している。



４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について
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■多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案の構成

・平成３０年の準備会の発足から、地区まちづくり計画案の提案までを時系列順に記載。
・準備会計７回、総会計５回、全体会計１０回を経て計画案の提案に至る。

０．協議会のあゆみ（冊子P1～P2）

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

２．地区まちづくりの目標と方針（冊子P9～P15）

３．今後のまちづくりの進め方（冊子P16）

・対象地区や周辺地区の現状、上位計画による位置付けなどを記載。
・ワークショップやまち歩きを経て地区住民が感じた地区の魅力や課題を整理。

・地区の魅力・課題から見えてきた今後のまちづくりの目標と、それを実現するための５つ
の方針を記載。

・各方針の具体的なイメージをイラストを添えて記載。

・本計画を実現するために解決すべき検討課題を記載。
・地区まちづくり協議会と各マンションの組合の連携による今後の取り組みを記載。



４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

表紙 目次

多摩平をイメージした緑と
住宅を背景に、多世代・
様々な立場の人が輪になっ
ているイラスト
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

０．協議会のあゆみ（冊子P1～P2）
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

ＪＲ豊田駅

イオンモール
多摩平の森

１－９地区

■位置図 ■周辺関連図（塗りは１階部分の用途）

・多摩平一丁目９番地地区は 、新宿から約30分、JR「豊田 」駅より約200ｍに
立地している。

・周辺にはイオンモール多摩平の森や西友をはじめとした生活利便施設や医療施
設などが立地しており 、駅前の利便性と良好な住環境を兼ね備えた地区。

（１）-１）地区の位置と周辺の状況（P3）
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

（１）-２）上位計画の位置付け（冊子P4）

・東京都「東京都新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針（R2.12月
改訂）」において、地域の拠点地区に位置づけられている。

・「日野市まちづくりマスタープラン（H31.4改訂）」の地域別構想「日野第四
中学校地域」のまちづくり方針において、都市拠点に位置づけられている。

（１）-３）人口の状況（冊子P4）
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■多摩平一丁目の人口増減

（国勢調査H22～R2）

・地区が位置する「多摩平一丁目」は人口
増加しているが、合わせて高齢化率も上
昇傾向。また、年少人口は減少傾向にある。
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

（２）-１）対象地区の状況（冊子P5）

・総面積約1.0ha
・商業施設 （西友 ）と分譲
マンション（４管理組合
5棟）が立地。

・地区内の建物は 1969 年～
2005 年に建設がされて
おり 、1981 年5月以前に
建設された 旧耐震基準の
マンションも複数立地。

・建物の高経年化に伴い 、
設備等の老朽化や居住者の
高齢化が課題

■敷地状況図

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２，５００分の１地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）４都市基交著第１０６号」
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

（２）-２）地区の交通の状況（冊子P6）

・地区の外周道路は、多摩平緑地通りを除き 一方通行の規制がある。
・多摩平緑地通りは駅からの主要通りとなっているが 、歩道が約 1.5ｍと狭い
状況であり 、安全な歩行空間の確保が課題。

■敷地状況図

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２，５００分の１地形図を利用して作成したものである。（承認番号）４都市基交著第１０６号」 16



４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

（２）-３）地区内の用途地域（冊子P6）

・対象地区は 、第二種中高層住居専用地域 （容積率 200 ％・建ぺい 率60 ％）
と、商業地域 （容積率 400 ％・建ぺい 率80 ％）の２つの用途地域にまたが
り立地している。

■敷地状況図
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

１．地区の状況～地区の魅力・課題（冊子P3～P8）

（３）地区住民等が感じる地区の魅力・課題（冊子P7、P8）

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２，５００分の１地形図を利用して作成したものである。（承認番号）４都市基交著第１０６号」
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

２．地区まちづくりの目標と方針（冊子P9～P15）

（１）対象地区における地区の目標（冊子P9、P10）
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

２．地区まちづくりの目標と方針（冊子P9～P15）

（２）まちづくりの方針（冊子P11、P12）

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２，５００分の１地形図を利用して作成したものである。（承認番号）４都市基交著第１０６号」
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

２．地区まちづくりの目標と方針（冊子P9～P15）

■各方針のイメージ（冊子P13、P14）
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

２．地区まちづくりの目標と方針（冊子P9～P15）

■多摩平１－９地区周辺のまちづくり活動（冊子P15）

【多摩平第七公園 盆踊り】 【合同防災訓練の実施】
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

３．今後のまちづくりの進め方（冊子P16）

（１）今後の検討課題

①地区内のマンション再生に向けた組合同士の情報交換や検討・協議の場の設置

②各組合のマンション再生の推進に向けた勉強会や具体的な事業化の検討

③地区内地権者の商業事業者との意見交換会の開催や協議会への参加要請、及

び地区内商業機能の維持とその協力

④まちづくり計画を実現していくための都市計画制度等の活用に向けた検討

⑤継続した地域活動の実施、体制の構築

・以下の課題の解決に向けて、引き続き日野市や地区内の商業事業者にもはた
らきかけながら 、協働のまちづくりを推進する。

・西友については、令和５年１１月に閉店を予定しているが、地区まちづくり
計画への理解や、商業機能の維持、地区まちづくり計画に沿ったまちづくり
への協力を要望する。土地・建物の譲渡等がある場合は、譲渡人等に引き継
いでいただくよう要望する。
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４．多摩平一丁目９番地地区地区まちづくり計画案について

３．今後のまちづくりの進め方（冊子P16）

（２）今後のまちづくりの進め方

・地区まちづくり協議会と各組合が連携しながら、まちづくりの実現に向けた
取組みを実施します。
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５．東京都マンション再生まちづくり制度について

■東京都マンション再生まちづくり制度について
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・区域内のマンションの再生を図る必要が特に高い地区として東京都が指定する
地区（マンション再生まちづくり推進地区）に対し、必要な支援を行うことで、
良好な市街地環境の形成等を図る制度。

・マンション再生まちづくり推進地区の指定を受けることによって、マンション
再生に関する合意形成支援等の制度活用が出来るようになる。

（東京都制度説明チラシより抜粋）


